
１　募集期間：令和５年２月１日　～　２月28日

２　提出件数：３件（1名）

３　主な意見とその対応
　⑴　意見を反映したもの（2件）

ページ 項目等 意見等の概要 件数 意見等への考え方

P64

マネジ
メント
基本方
針

P64【利用度向
上】と【受益者
負担の適正化】
が同文になって
いますが、受益
者負担の適正
化が利用度向
上になるなら他
の項目も同様で
はないでしょう
か。

1

　御意見のとおり、P64の【利用度向上】と【受益者負担
の適正化】の記載内容が重複しており、次のとおり記載
を改めます。
　産業系施設の課題等を踏まえ、【利用度向上】に係る
記載を「利用状況（稼働率、利用者数等）が低水準であ
るが、必要性が確認された施設については、管理運営
方法の見直しを検討します。」とします。

P61

マネジ
メント
基本方
針

P61のスポーツ
施設に学校体
育館が含まれ
ていませんが市
民に開放してい
る施設でもあり
学校教育系施
設と重複してで
もマネジメント
方針を打ち出す
べきではないで
しょうか。

1

　公共施設の在り方に係る基本的な考え方として、最も
効果的・効率的な手法を検討することとしており、施設
用途に捉われず、その施設が提供している市民サービ
スに着目し、横断的に検討することとしています。
　御意見のとおり、学校施設の一部を児童以外の市民
等が利用することもあることから、それらを踏まえて、マ
ネジメント基本方針を定めることが必要であると考えて
います。
　そのため、御意見をいただきましたスポーツ施設との
横断的な検討をより明確にするため、次のように改めま
す（「」内の下線部を追記）。
　P67のマネジメント基本方針の学校施設の地域開放・
多機能化に関する記載を「検討に当たっては、小・中学
校の地域開放・多機能化について、集会施設、スポーツ
施設（体育館等）など他の用途との横断的な検討を行い
ます。」とします。
　なお、学校教育系施設については、本計画の主旨等
を踏まえ、既に個別施設計画である学校施設長寿命化
計画を策定しています。
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　⑵　今後の参考とするもの（１件）
ページ 項目等 意見等の概要 件数 意見への考え方

P50

施設の
点検・
診断お
よび維
持管
理・修
繕・更
新、長
寿命化
等の優
先度

P50にある通り
公共施設の維
持等ランクはあ
りますが、イン
フラにおける維
持等ランクは見
当たりません。
橋りょうにおい
ては、あくまで
例ですが、将
来、通行不可(メ
ンテナンスな
し)、人、自転車
のみ通行可(強
度緩和)、現状
維持といったラ
ンク付けも考え
られるのではな
いでしょうか。

1

　公共施設（公共建築物）については、市としての統一
的な考え方のもと、アクションプラン等での検証を行うこ
ととしているため、優先度等を設定するための評価手法
を定めました。
　御意見をいただいたインフラに係る維持等ランクにつ
いては、本計画第４章の公共施設等全体に係るマネジ
メント基本方針の主旨等を踏まえ、国の通知等に基づ
き、個別施設計画（長寿命化計画等）で検討を行いま
す。


